
蝙
‐‐
|は||||||‐|||‐靱:鰊

声屋市議会議員
≧ 蓬 ミ、、

髯拶簑鼈罐歩
・■‐■●:|■ ―~■‐

■
‐・

‐‐|._.

|■ .‐
‐・ ‐ ‐|‐・ . ‐ .‐・ ‐|‐ 1

二ヽ‐||三二 |■||■ |‐ |‐ |||||||‐IJ

`=丁

≡
=耳=「

塾
ヒニ:二三二ニジ

を控え おりご報告の内容が遅れていますことをお詫び申し上げます。

‐‐         .   ‐   ‐ _..  |‐
‐ ...._ .._..  :

ma i [@takaoka-tomoko. me

ht tps : //takaoka-tomoko. me

※

令和2年第2回臨時会において、声屋市議会始まつて以来、初めての「再議」が行われました !

再議とは市長から議会への "拒否権 "であり、質疑 0言慌命・予算の採決のやり直しをお願いするもの

なのです。すなわち、首長である市長が議会で決定した議決の結果に異議がある時に求めることが

できるもので、]0 では、どうしてこんなことになつたのか?

JR芦屋駅南地区再開発事業に係る予算をめぐり、議員から懸念点が持ち上がつたことが発端でした。

●3/16予算審議に対し、議員側が「修正案」を提出。

『芦屋駅南地区再開発事業費の予算を省く内容』

●3/23議員が提出した修正案の賛否は可決となる。

賛成 :14名  反対 :6名 (欠席1名 )

『私は修正案の内容に反対しました』

●3/26やり直しが行われ、修正案の賛否はね決となる。

賛成 :12名  反対 :9名

『私|よ修正案には反対だつたので行政の不服申入れに賛同してbヽます。』

再議の場合、修正案が再び可決されるには、今度は2/3以上の賛成が必要となるため、議員側

にとつては過半数の賛成で可決した時よりもハードルが高くなります。修正案は否決されたので、

この時点では市長の要望が通りました。議会に対して不服であるという再議は、余程のことがない

かざり出されるものではありません。議決が変わつたのですから、 を汲み取り、

当然ながら―般会計予算、特別会計予算審議も異議なく賛成が認められ、行政が

なく行えるという流れがつくられるのが通常です。こ逼繹が、通り畿おね`けな事態なな場なな。

JR芦屋駅南地区再開発事業に関わる予算を含む特別会計予算が否決されたのです。議員側が

「修正案を認めないなら、再閻斃覇眈釉聰楊纂額警渉%にし、経費を使えなくしてしまうぞ !」 と

示してきたことになるのではないでしょうか。年度内に事業スケージュールをこなすための予算は、

全額カットされていることと同じなので、再開発を進めるために必要な予算はゼロ、補助金の申請も

できない状態になります。年度内のスケジュールが遅れることになり、凍結状態となってしまいます。

(令和2年度第1回定σ懸会、第3回臨霞寺会につしヽて|よ申面につづく000》
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令和2年3月 23日 :第 1回定例会 本会議

●第 20号議案 :令和2年度、声屋市一般会計予算について『原案賛成、修正案反対』

第1回 は令和 2年度の予算を決める議会であり、伊藤市長の施政方針の半分以上が前市長からの事業を継続

している経費だった。これまでの声屋市議会の傾向としては、目先の予算に反応しがちで、事業の途中で減額

や自紙撤回を求めるも、中長期的な展望や代替案が伴つていないために、結果的に課題解決に至っていな

い事案も過去にある。これでは市民が求める行政サービスからかけ離れた結果を残し、先細りしていく財政

状況になるばかりなので、もう少し新規事業を市の発展的に捉え、行政と議会が相互に知恵を出しあつて、

緊張関係を保ちながらも、しつかりとした論拠を導き出した計画の上で市政運営を行えることを願う。

●第 23号議案 :令和 2年度、芦屋市都市再開発事業特別会計予算について『原案賛 成 、修正案反対 』

予算から国の補助金を除外する内容の修正案である。補助金の申請ができなくなる状況になれば、本市は国 。県

との信頼関係を失うことに繋がる。この修正案が、事業を中止させるものではなく、計画の成功率を

あげるための節度ある財政規律の申し立てというのであれば、再開発事業が進まなくなるような要因となる

国庫補助金が減額の対象となつているのは理解できない。よって議員提案者の内容には賛成できなしヽ。

『原案』→行政側の予算案 12億9千200万円
↓

『修正案』→議員提出者の案  1億 2千334万 2千円

令和2年4月 28日 :第3回 臨時会

●第35号議案:令和2年度、声屋市一般会計補正予算 (第 1号)について『賛 1成』

第 3回は、コロナ対策の補正予算と再開発の専決処分議案が主な内容の議会である。

中小企業の対策予算では、県の体業要請補助は法人経営している飲食店等と、個人事業として経営して

いる飲食店等に差が生じてしまつている部分を、本市独自の上乗せ補助で差を解消するための追加の補正を

行い、どのような条件の事業者でも分け隔てなく、同等の金額が行き渡るように考慮されて良かつた。

【気になる3点】

1.コ ロナ感染予防で消防隊員のマスク等の備蓄が必要だが、救急業務経費は少なくないか?
2.インターネットの環境がない世帯への Wi― Fi整備など、タブレット導入に向けての予算が

入つてくる中で、積極的にオンライン授業を行える環境を整えていくということなのか ?

3.自粛中の中でビラの配布も難しく、ホームページに動画配信を掲載するなどネットを

有効活用し、積極的に市長の方針をスピード感をもつて広報発信するための予算は ?

●第36号議案 :令和 2年度芦屋市都市再開発事業特別会計暫定補正予算1号について『賛成 』

JR芦屋駅南地区再開発事業をストップさせることな<、 遂行しなければいけない。暫定補正予算は再開発事業

により市外へ転出される皆様への用地取得費・補償費の計上であり、JR芦屋駅南口周辺を整備し、交通機能を

高めるのに必要である。回遊性の向上による賑わいを創出する可能性のあるこの投資事業を継続させるため、

最小限度の取り組みと理解する。事業費を抑制させるのならば、どの手法で進めるかの議論が必要になる。

●報告 6号 :令和 2年度声屋市都市再開発事業特別会計暫定予算について『賛成』

暫定予算については、年度開始前 (3月 23日 )に、議会の議決を得ることが

行政からの   できず、急施を要し本年3月 31日 に専決処分を行った。その中で提案した

補足説明   予算案のうち、令和2年 6月 までに見込まれる歳入及び人件費、事務費等の

必要最低限の義務的な経費のみを編成したものである。

JR声屋駅南地区市街地
再開発事業に要する経費
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「こんなの芦屋にあったらいいな」10選

しまうという残念なお声を耳にすることがあります。特に前例がなく新しい試みになると行政が後ろ向きな

姿勢をとつているように見えてしまうのは、市民サービスの向上につながりません。 職員が市民の求め

ているものを的確に察知し、 的にのびのびと提案が出せるような環境づ<り と 多<の方が共感

できる政策の実現に向かうためには、どうすればいいのかを考えました。

☆よく聞こえてくる市民が問題 と感 じている声☆

1.防災行政無線や、災害や緊急時に対応できる通信方法などの情報の伝わり方の改善は?

2.犯罪や不審者対策に防犯カメラをもっと増やせないのか ?・

3.飼い犬の放し飼いやふんの放置が多<、 マナーが守られていない。

4.市内全域の町の催し情報を一箇所でまとめて知ることができないのか?

5.公共施設をなくした後も、市民の居場所づ<り として活用する方法を検討してほしい。

6.職員の市内居住者が少なすぎるが、行政サービスに影響はないのか?

7.お困りです課はガス抜きをするための苦情を聞<だけの窓口となつているのでは?

]案)防災行政無線を音で聞き分けて

2案)災 害時に対応できるための

______遅1仁三E」■至」2L登堅」豊重里i____

3案)不審者などから逃げ込む駆け

4案)犬の公衆トイレのようなフンを

_______圭 :三【二_`塾_場二[塾2:塾道上___________

5案)海外にあるようなフンポス ト

」笙麹 _重塾 空」飼1主主笙 ]聖□立う」21匹生_

7案)市内全域の催し情報を集約&

8塞と立童 つくるみんなの家

9案)職住近接を職員に促進する制度

10案 )「 これどうです課」というような

」できる方法

場所 づ く り

(散歩中にフンを捨てるボックス)

提 供 でき るシステム

明るい窓国のイメージづくり

込 め る 防 り

私が今回の一般質問で示させてもらった提案型の質問は、

数ある市民 からのお声の中の 部にすぎません。

日頃、お困りの市民の方が さる時に気 いたのヽ_

ですが、話の中で「こうすれ1成しヽいのに」というアドバイスも

ます。市内のことについて一番よ<ご存知なのはその中で

らす市民です。そ をうまく吸い上げることで市の

を最善の解決方法へといち早く向かわせてくれるはずです。

そこで、今回の項目「こんなの声屋にあつたらいいな」と

いう題で10案までを問いました。市政を全否定するものでは

なく、問題提起しながら、前向きにより良い解決策を求め、

新たな提案をさせていただきたい思いでお伺い致しました。

いのに ょうか ?

顆



要望①

3/27市民センターにて台風や地震などの天災において臨時休館する場合は返金対応となつて

いる。新型コロナウイルス感染拡大防止 を理由に閉館 し、予約 日の状況も未定なので事前

キャンセルした場合も、主催者側都合ではな <、 前金を返還してもらえるように認めては ?

4/2 使用変更・返金対応に関する取扱いを4月 1日 をもつて改める。ルナ・ホールの使用については、

5月 末までの間は返金の場合は全額返金する。「市主催のイベント等の延期 。中止」が今後も継続する

場合も対応するが、6月 以降の使用日については、1か月前までに申し出があったものに対して対応する。

4/3 保育所等への入所決定後の育体からの復職時期に 1ケ月の猶予を与える等の対応は ?

4/9 緊急事態宣言が発令や本市の感染拡大状況等から、これまでの取り扱いを改めて、7月 1日 までの

復職をお願いする。期間についても今後の状況に応じて必要がある場合は柔軟に対応する。

4/3保 育所で、保護者に自宅保育の協力を求めることに対し「保護者の自主的判断」という

回答を残 していは本市の危機意識を問われるが、保育料の負担が生じないようにしては ?

4/9 感染拡大防止のために、自宅保育等によりご協力いただいた方に対する保育料等については、

日割りによる減免 (返還)を行うこととする。(3月 2日 まで遡つて減免)園を通じてお知らせする。

4/10外出自粛呼びかけとして防災無線や、広報車で回ることはできないか ?伊藤市長の声を

録音し流すのも良いと思うが、呼びかけを求める広報の周知を強化することについて検討は ?

4/14更に周知及び啓発に努めるために、防災無線や青色パトロールを活用した外出自粛を呼びかける。

4/16 政府配布の布マスクを市民から寄付として集め、市が回収のとりまとめをできないか ?

4/21 基本は市役所に郵送していただくこととし、市役所内にも回収ボックス等を設置するなどの

取り組みを行い、集まったマスクはマスクが不足している福祉施設等に配布していく。

新量菫圏ナウイルス感染痙蜀藩圏談憲爾|こ つ颯て

二」量国童 1量理L当土[旦壁L二」≧生生三二_玉」童屋菫墾劃itti上蔓盤i亜主 →電話番号:07゛ 7-3贔 繭蜻7◎ マ
受付時間 :平 日午前 9時～午後 5時 30分

☆兵庫県新型コロ上健康相談コールセンター (相談窓口)→電話番号 :聰 写 魃
輌
⑬ 聰 鰤

輌
● ● 燒 鯰

受付時間 :午前 9時～午後 8時 (土曜日・ 日曜日・祝日を含む )

★兵庫県新型旦ロナウイルス感染症対策相談窓口    →電話番号 :聰 顆 鰈
羹
献 鮨 濾

藤
輪 隧 颯痣

(その他、「県対処方針」、「ひようごスタイル」等に関する相談 )

受付時間 :午前 9時～午後 5時 (土曜日 0日 曜日・祝日を除<)

=星
生量皿宣■を壁 量圧炎窒旦

受付時間 :平 日・土日祝日午前 9時～午後 9時    →電話番号 :聰 仁炒 鸞
藤
鯰 瘍 鯰

繭
檜 痣靡

(フ リーダイヤル )

■・・・00000

議会 BCPの策定のため、令和元年8月 19日 にワーキンググループを設置し検討して

きました。副議長を座長として、各会派から1名 選出された委員 6名 の合計 7名

の体制で、私も委員の一人です。11回 目の会議を経て、自然災害時などの議会 BCP
最終案がまとまりました。災害発生時などの、議会の業務を適切に進めるために検討し

てまいりました BCP案ですが、3月 末までに議長へ報告されたのちに策定となります。

初版の BCPについては、策定後の4月 以降にホームページにて公開されています。
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要望②

要望③

要望④

要望⑤
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BCP( ができました !

■
■
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